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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性のラッチであって、この可撓性のラッチは内方に向うラッチ突出部を備える前端
を有するものを具備するハウジングと、このハウジングに接続された電気接点と、前記ハ
ウジングに摺動可能に設置されたコネクタ位置保証（ＣＰＡ）部材であって、このコネク
タ位置保証（ＣＰＡ）部材は前表面を有する可撓性のアームを備えたものとを有してなり
、前記可撓性のラッチの前端は、後方に対面する第１の停止表面と、前方に対面する第２
の停止表面と、外部傾斜表面とを有し、前記前方に対面する第２の停止表面は、前記可撓
性のラッチの前端の頂上側に配置されており、前記後方に対面する第１の停止表面は、電
気コネクタが、結合する電気コネクタと適切に結合されないときは、コネクタ位置保証（
ＣＰＡ）部材の可撓性アームの前表面を停止して、コネクタ位置保証（ＣＰＡ）部材がロ
ックされない位置から移動されることを阻止し、電気コネクタが、結合するコネクタと適
切に結合されるときは、コネクタ位置保証（ＣＰＡ）部材の可撓性アームの前表面の移動
に対する障壁でないように、コネクタ位置保証（ＣＰＡ）部材の可撓性アームの前表面は
、可撓性ラッチの外部傾斜表面で、かつ、その後方に対面する第１の停止表面の上方に位
置され、その電気コネクタが、結合する電気コネクタと適切に結合されるときに、前記前
方に対面する第２の停止表面は、その可撓性ラッチの前記前端の頂上側におけるロックさ
れた位置で前記コネクタ位置保証（ＣＰＡ）部材を支持するようにされる電気コネクタ。
【請求項２】
　前記後方に対面する第１の停止表面および前方に対面する第２の停止表面は、それぞれ
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、ほぼ垂直な表面を有する前記請求項１記載の電気コネクタ。
【請求項３】
　前記可撓性ラッチの前端は、前記頂上側内にポケットを有し、このポケットは、前記前
方に対面する第２の停止表面を有する前記請求項１記載の電気コネクタ。
【請求項４】
　前記ポケットは、前記内方に向うラッチ突出部の底部の上方に位置された底部表面を有
する前記請求項３記載の電気コネクタ。
【請求項５】
　前記ハウジングは、前記ラッチ突出部の上方と、前記コネクタ位置保証（ＣＰＡ）部材
のヘッド区域を受けるための領域を規定する前記前方に対面する第２の停止表面の上方と
に位置された区域を有する前記請求項１記載の電気コネクタ。
【請求項６】
　前記可撓性ラッチおよびコネクタ位置保証（ＣＰＡ）部材は、前記内方に向うラッチ突
出部が、結合する電気コネクタの一部分と完全にロックされた位置にあるときに、可撓性
ラッチの頂上部前部ポケットにおける可撓性ラッチに対して前記コネクタ位置保証（ＣＰ
Ａ）部材の一部分を支持するための手段を有する前記請求項１記載の電気コネクタ。
【請求項７】
　前記コネクタ位置保証（ＣＰＡ）部材が前記可撓性ラッチに沿って前方に移動しながら
前記外部の傾斜表面がコネクタ位置保証（ＣＰＡ）部材の可撓性のアームを、少なくとも
前記ラッチの前端を部分的に越えてカム作用する前記請求項１記載の電気コネクタ。
【請求項８】
　前記後方に対面する第１の停止表面および前方に対面する第２の停止表面は、それぞれ
、ほぼ垂直な表面を有し、前記可撓性ラッチの前端は前記内方に向うラッチ突出部の底部
の上方に位置された底部表面を有するポケットを具備し、さらには、前記ハウジングは、
前記内方に向うラッチ突出部の上方と、そして前記コネクタ位置保証（ＣＰＡ）部材のヘ
ッド区域を受けるための限定された高さの領域を規定する前記前方に対面する第２の停止
表面の上方とに配置された区域を有する前記請求項７記載の電気コネクタ。
【請求項９】
　前記請求項１におけるような電気コネクタを有する第１の電気コネクタと、この第１の
電気コネクタに接続された第２の結合する電気コネクタであって、この結合する電気コネ
クタは、前記第１の電気コネクタのハウジングの受け領域内に挿入されるラッチ窓を有す
る部分を具備し、前記ラッチ突出部は、前記ラッチ窓内に延びているものとを有する電気
コネクタ組立。
【発明の詳細な説明】
【発明の技術分野】
【０００１】
　この発明は、電気コネクタに係り、より特別には、電気コネクタにおけるコネクタ位置
保証（ＣＰＡ）装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スナップロックラッチおよびコネクタ位置保証（ＣＰＡ）部材を有する電気コネクタは
、この分野では一般に周知である。１タイプのスナップロックラッチは、スリーブタイプ
の接続ロッキング設計を有する。このスリーブタイプの接続ロック設計は、結合するコネ
クタのスリーブにおける窓を使用して取り付ける。ロッキング傾斜路タイプ設計のための
典型的な軸状のＣＰＡは、窓タイプのロッキング用には作用しない。一旦その典型的なＣ
ＰＡがその結合するコネクタとの組立後に係合されると、主要ラッチは、押圧されたとき
に自由に持ち上がる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　ＣＰＡ部材が一旦作動された位置にロックされると、主要ラッチが開放しないように助
長するスリーブタイプの接続ロッキング設計に使用することができるＣＰＡ接続装置のた
めの要求がある。また、そのＣＰＡ部材がロックされていない組立前位置から移動されな
いようにするためのスタブ機構を有し、しかし、一旦電気コネクタが、結合するコネクタ
に取り付けられると、そのスタブ機構を減少させる軸状のＣＰＡ接続装置のための要求が
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この発明の一概念によれば、電気コネクタは、可撓性のラッチを有するハウジングと、
このハウジングに接続された電気接点と、このハウジングに摺動可能に設置されたコネク
タ位置保証（ＣＰＡ）部材とを有する。前記ラッチは、内方に突出するラッチ突出部を有
する前端を具備する。このラッチの前端は、第１の後方に対面する停止表面と、第２の前
方に対面する停止表面とを有する。この前方に対面する停止表面は、前記前端の頂上側に
位置されている。前記第１の停止表面は、前記ＣＰＡ部材をロックされない位置に支持す
るようにされている。前記第２の停止表面は、前記ＣＰＡ部材を前記前端の頂上側でロッ
クされた位置に支持するようにされている。
【０００５】
　この発明の他の概念によれば、電気コネクタは、移動可能なラッチを有するハウジング
と、このハウジングに接続された電気接点と、このハウジングに移動可能に設置されたコ
ネクタ位置保証（ＣＰＡ）部材とを有する。このラッチは、内方に突出するラッチ突出部
を有する先導端を具備する。このラッチおよびＣＰＡ部材は、ラッチ突出部が、結合する
電気コネクタの一部と完全にロックされた位置にあるときに、そのラッチの頂部前方ポケ
ットにおけるラッチに対してＣＰＡ部材の一部を支持するための手段を有する。
【０００６】
　この発明の他の概念によれば、電気コネクタは、移動可能なラッチを有するハウジング
と、このハウジングに接続された電気接点と、このハウジングに摺動可能に設置されたコ
ネクタ位置保証（ＣＰＡ）部材とを有する。このＣＰＡ部材は、内方へ突出する区域を有
する前端とともに前方へのカンチレバー式の可撓性のアームを有する。このラッチは、内
方へ突出するラッチ突出部とともに前方へのカンチレバー式の可撓性のアームを有する。
このラッチの前端は、ＣＰＡ部材の前端が外部傾斜表面まで前進されるまで内部ラッチ表
面がそのＣＰＡ部材の前端を支持するように、さらには、ＣＰＡ部材がラッチに沿って前
方に移動されながら、ラッチの前端を少なくとも部分的に越えて、ＣＰＡ部材の可撓性の
アームをカムで動かすように、内部ラッチ表面および外部傾斜表面を有する、後方へ対面
する表面を具備する。
【０００７】
　この発明の前述した概念およびその他の特徴は、付属の図面と関連してなされる以下の
記述において説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１を参照して、この発明の特徴を具体化している電気コネクタ１０の斜視図が示され
ている。この発明は、図面に示された代表的な実施例に関連して説明されるが、この発明
は、多数の代りの形状における実施例に具体化することができることが理解されるべきで
ある。加えて、あらゆる適切な寸法、形状、またはタイプの要素または材料を使用するこ
とができる。
【０００９】
　電気コネクタ１０は、通常、ハウジング１２と、電気接点１４と、コネクタ位置保証（
ＣＰＡ）部材１６とを有する。この発明のＣＰＡ部材および主要ラッチは、スリーブ窓タ
イプの接続ロッキング設計用である。ロッキング傾斜路タイプ設計用の典型的な軸状のＣ
ＰＡは、窓タイプのロッキング用には作用しない。一旦典型的なＣＰＡが、その結合する
コネクタとの組立後に係合されると、その主要ラッチは、押圧されると、自由に持ち上げ
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られる。ここで、ＣＰＡは、この状態を助長しない。この発明のロッキング傾斜路タイプ
のコネクタ設計によって、その主要のラッチは支持され、ＣＰＡがその完全に載置された
位置にあるときには、解放されることができる。
【００１０】
　この発明の新規な設計は、ＣＰＡ部材を、コネクタの主要のラッチの背後に保持される
ように提供する。この発明によって、結合する電気コネクタハウジングにおける窓を有す
るスリーブのような、結合する部分との組立時に、ＣＰＡアームは、上方に持ち上げられ
、今度は完全に載置された位置に対して前方に押される。このＣＰＡは、主要ラッチの頂
上にとどまり、この位置で、そのラッチは親指パッドが押圧されると解放されることがで
きない。
【００１１】
　この発明の代表的な実施例によって、そのコネクタの主要ラッチは、２つの垂直方向の
レベルを有する。第１のレベルは、その結合するコネクタが係合される前に不用意にその
載置されたロック位置内に押されるようにＣＰＡをその組立前位置に保持する。第２のレ
ベルでは、ＣＰＡはある圧力下でその完全に組み立てられた位置に設置されて、そのラッ
チが持ち上がって分解することを阻止する。ＣＰＡのロックされた位置は、コネクタハウ
ジングにおけるトラック長さによって制御される。このＣＰＡは、主要のラッチにおける
ロックされた位置に支持される。保守点検のために、ＣＰＡは、その完全に載置された位
置からある予め定められた力でその組立前位置に後退される。
【００１２】
　この発明は、また、結合するコネクタが係合されていないときに、ＣＰＡの移動を制限
する「スタビング」をなお創造している間に、ラッチを越えてそれを移動させるために軸
状のＣＰＡを充分に持ち上げることができないという問題を解決する。この発明は、「歯
」を備えたラッチング方法を利用するか、または保持性能用の窓または凹所を使用するコ
ネクタ装置を連結する目的のための特徴を落とすあらゆる幾何学的な外形（例えば、円形
の、４角形の、８角形）用のＣＰＡ動作の方法を提供する。作動傾斜が、必要である持ち
上げが供与され、かつ適切な工学的実践を通して制御されるように、ラッチのスタビング
表面に加えられる。この作動傾斜は、ＣＰＡが過大な力なしにラッチによって提供される
スタビング区域を越えて移動することができる。
【００１３】
　図２を参照して、ハウジング１２は、好ましくはモールドされたプラスチック、または
ポリマー材料のような誘電体材料からなる一体の部材である。ハウジング１２は、通常、
接点受け領域１８と、内部の結合するコネクタ受け領域２０と、外部の結合するコネクタ
受け領域２２と、可撓性のラッチ２４とを有する。ハウジング１２は、普通の丸い形状で
ある。しかしながら、代りの実施例では、この発明の特徴は、例えば、正方形または四角
形のような、あらゆるタイプの形状を有するハウジングとともに使用される。
【００１４】
　接点受け領域１８は、その中に電気接点１４を受けるようにされている。電気接点１４
は、離脱可能に接続されて、結合する電気コネクタに接触するようにされている。この実
施例において、電気コネクタは、内部の結合するコネクタ受け領域２０の周囲にほぼ環状
配置に位置された５つの電気接点を有する。図示された実施例において、電気接点１４は
、結合する電気コネクタのオス接点を受けるようにされたメス接点を有する。
【００１５】
　外部の結合するコネクタ受け領域２２は、接点受け領域１８を有するハウジングの中央
部分の周囲に配置されたほぼ環状の形状を有する。この実施例においては、外部の結合す
るコネクタ受け領域２２の低部２６は、ラッチ区域を有する結合する電気コネクタ７２の
スリーブ部分７４（図８参照）を受けるための拡大された形状を有する。
【００１６】
　また、図３を参照して、ハウジング１２は、可撓性のラッチ２４を有する。この可撓性
のラッチ２４は、通常、後端指接触区域２８と、前方へのカンチレバー式の可撓性のアー
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ム３０と、接続区域３２とを有する。接続区域３２は、可撓性のラッチ２４をハウジング
１２の台部に接続する。接続区域３２は、弾性的に変形可能で、指接触区域２８が内方お
よび外方に移動でき、かつ、アーム３０の前端３４が内方および外方に移動できる。指接
触区域２８の外側は、使用者が指接触区域２８を内方に押圧できるように、ハウジング１
２の外側に開放している。接続区域３２は、自然の偏倚力を有して、図示されるように、
ラッチ２４をそのホームポジションに保持する。この自然の偏倚力は、使用者が指接触区
域２８を押圧して前端３４を外方に移動することによって、または、結合する電気コネク
タの一部分が前端３４を外方に向かってくさび止めすることによって、制圧される。いず
れの場合も、ラッチ２４は、接続区域３２で、実際上揺動し、または回転する。
【００１７】
　ハウジング１２は、また、ＣＰＡ部材１６をラッチ２４の上方の位置に受けるためのＣ
ＰＡ受け領域３６を形成する。このＣＰＡ受け領域３６は、このＣＰＡ受け領域の横側に
おいて側方スロット３８を有する。また、指接触区域２８の前端は、ハウジング１２の後
方向におけるＣＰＡ部材１６の後方への移動を制限するように作用することができる停止
表面４０を有する。
【００１８】
　この発明のラッチ２４は、降下区域、またはこの降下区域を移動するための歯または親
指パッドとのロッキング傾斜路タイプ接続を有する。この降下区域は、好ましくは２つの
垂直方向のレベルを有する。この垂直方向レベルの1つは、組立前位置にＣＰＡ部材を位
置するためのスタブ保持として使用される。他の垂直方向レベルは、その完全に設置され
ロックされた位置にＣＰＡ部材を保持するように使用される。
【００１９】
　図４を参照して、前方へのカンチレバー式の可撓性のアーム３０は、通常、内方に突出
するラッチ突出部４２とポケットまたは窓４４とを有する前端３４を具備する。このポケ
ットまたは窓４４は、前端３４の前側、および頂上、外方に対面する側部に配置される。
この前端３４は、第１の後方に対面する停止表面４６および第２の前方に対面する停止表
面４８を有する。この後方に対面する表面は、内部ラッチ表面および外部傾斜表面５２の
ような停止表面４６を有する。
【００２０】
　　前方に対面する停止表面４８は、ポケットまたは窓４４の後側を形成する前端３４の
頂部側に位置される。このポケットまたは窓４４は、ポケットまたは窓４４に対する底を
形成する底表面５０を有する。底表面５０は、ラッチ突出部４２の内部底端の上方に位置
される。前端３４の前方に対面する表面は、傾斜表面５４を有する。傾斜表面５４は、電
気コネクタがその結合する電気コネクタに結合されているときに、少なくとも一時的に、
前端３４を外方にカム作用するように使用される。第１の停止表面４６は、少なくとも電
気コネクタがその結合する電気コネクタと結合されるまで、ロックされない位置でＣＰＡ
部材１６を支持するようにされる。第２の停止表面４８は、ＣＰＡ部材１６がハウジング
１２のそのロックされた位置に移動された後に、前端３４の頂上側でロックされた位置に
ＣＰＡ部材１６を支持するようにされる。
【００２１】
　また、図５を参照して、ＣＰＡ部材１６の斜視図が示されている。ＣＰＡ部材１６は、
好ましくはモールドされたプラスチック、またはポリマー材料からなる一体の部材である
。ＣＰＡ部材１６は、通常、主本体５６および前方へのカンチレバー式の可撓性のアーム
５８を有する。この主本体５６は、横側タブ６０を有する。この横側タブ６０は、ハウジ
ング１２のＣＰＡ受け領域３６における側方スロット３８内に位置されている。横側タブ
６０は、側方スロット３８内において前後方向に摺動するようにされている。このように
、ＣＰＡ部材１６は、摺動可能にハウジング１２に取り付けられる。ＣＰＡ部材１６は、
軸状ＣＰＡ装置を形成する。主本体５６は、また、その頂上側に指接触区域６２を有する
。この指接触区域６２は、ハウジング１２の外側でＣＰＡ受け領域３６から延びている。
このように、使用者は、指接触区域６２と接触してＣＰＡ部材１６をハウジング１２の前
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後方向に摺動することができる。
【００２２】
　前方へのカンチレバー式の可撓性のアーム５８は、通常のカンチレバー方式で、主本体
５６からほぼ前方方向に延びている。前方へのカンチレバー式の可撓性のアーム５８は、
主本体５６に関してほぼ中央に位置し、かつ主本体の内側または底側から前方に延びてい
る。前方へのカンチレバー式の可撓性のアーム５８は、第１端６４を有する。図６を参照
して、第１端６４は、通常、前表面６６と、後表面６８と、底表面７０とを有するヘッド
を備える。第１端６４は、ほぼ内方，または下方に延びている。
【００２３】
　また図７を参照して、ＣＰＡ部材１６は、ハウジングの一部切欠断面を有してハウジン
グ１２に取り付けられて示され、さらにＣＰＡ部材１６は、ロックされない後方位置に位
置されている。図７は、その結合する電気コネクタと結合される前の電気コネクタ１０を
示している。この位置において、ＣＰＡ部材１６の第１端６４は、可撓性のラッチ２４の
第１端６４の背後に配置される。より特別には、第１端６４の前表面６６は、前端３４の
第１の後方に対面する停止表面４６の背後に位置される。このように、停止表面４６は、
電気コネクタ１０が結合する電気コネクタに接続される前に、ハウジング１２におけるＣ
ＰＡ部材１６の前方への移動を阻止する制限子として作動する。
【００２４】
　また今度は、図８を参照して、電気コネクタ１０が、結合する電気コネクタ７２に接続
されて示される。より特別には、結合する電気コネクタ７２は、環状の外部スリーブのよ
うな、外部の結合するコネクタ受け領域２２内に挿入されるスリーブ部分７４を有する。
このスリーブ部分７４が、外部の結合するコネクタ受け領域２２内に挿入されるときは、
そのスリーブ部分７４の先導する縁は、前端３４の傾斜表面５４に接触し、外方方向に前
端３４を押しあげる。スリーブ部分７４がさらに外部の結合するコネクタ受け領域２２内
に挿入されながら、前端３４のラッチ突出部４２は、スリーブ部分７４の窓または穴７６
と位置合わせされる。このラッチ突出部４２が窓７６と位置合わせされるときに、可撓性
のラッチ２４は弾性的にそのホームポジションに戻り、図示のように窓７６内にラッチ突
出部４２をスナップ止めする。このことは効果的にハウジング１２を結合する電気コネク
タ７２のハウジングとラッチする。
【００２５】
　スリーブ部分７４の先導する縁が可撓性のラッチ２４の前端３４を越して押しながら、
スリーブ部分７４の先導する端は、ＣＰＡ部材１６の第１端６４と接触することになる。
スリーブ部分７４は、前端６４の前表面６６の内部部分と接触して、かつ外方方向にその
第１端６４を押す。第１端６４の底表面７０は、スリーブ部分７４の外部表面の頂上に停
止する。可撓性のラッチ２４の前端３４が窓７６内にスナップ嵌めするときに、ＣＰＡ部
材１６の前表面６６は、今度は外部傾斜表面５２であって、第１の停止表面４６の上方に
配置される。このように、第１の停止表面４６は、もはや第１端６４の前方への移動に対
して障壁を与えない。
【００２６】
　この発明の特徴の１つは、外部傾斜表面５２である。その表面は、最小限の持ち上げ、
および、そのロックされない位置からロックされた位置へのＣＰＡ部材１６のより容易な
移動を提供する前端３４のスタブ表面における作用傾斜を有する。この外部傾斜表面５２
がないと、前端のスタブ表面を越えてポケット内への第１端６４の移動は、過剰な量の力
を必要とする。この過剰な力は、ＣＰＡ部材およびまたはラッチを損傷し、使用者によっ
て電気コネクタの設置者にとって望ましくないこととして認識される。
【００２７】
　図９を参照して、ＣＰＡ部材１６は、その後方にロックされない位置からその前方のロ
ックされた位置に移動して示されている。ＣＰＡ部材１６は、図８に示される位置から図
９に示されるそのロックされた位置に移動されながら、第１端６４の底表面７０は、外部
傾斜表面５２を越えてカム作用されて、前端３４のポケットまたは窓４４内に弾性的にス
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ナップ止めする。間隔高さ７８は、ＣＰＡ部材１６の第１端６４の高さを収容するに充分
に大きい、外部傾斜表面５２の頂上とハウジング１２の外部部分８２の底部表面８０との
間に設けられる。底部表面８０における外部部分８２は、可撓性のラッチ２４の前端３４
の上方に直接位置される。側方スロット３８の長さは、ハウジング１２に関してＣＰＡ部
材１６の前方への移動を制限する。前端６４がポケットまたは窓４４内にスナップ止めす
るときに、前端６４の後部表面６８は、ポケットにおける第２の停止表面４８に対して位
置される。
【００２８】
　ＣＰＡ部材１６の主要な目的の１つは、電気コネクタ１０がその結合する電気コネクタ
７２と適切に結合されることを使用者に指し示すことである。より特別には、ＣＰＡ部材
１６をその後方へのロックされない位置からその前方へのロックされた位置に移動できた
か否かに基づいて、適切な結合する接続がなされたかどうかを、使用者が識別できる。も
し、使用者が、ＣＰＡ部材１６をその前方のロックされた位置に移動することができるな
らば、そのときその使用者は、その２つの電気コネクタが相互に適切に接続されているこ
とを知る。しかしかしながら、もし使用者が、ＣＰＡ部材１６をその前方のロックされた
位置に移動することができないならば、そのとき使用者は、その２つの電気コネクタが相
互に適切に接続されていなかったことを知る。
【００２９】
　結合する電気コネクタのハウジングの部分７４が、外部の結合するコネクタ受け領域２
２内に挿入されるときに、ラッチ２４の前端３４は、外部部分８２の底部表面８０に向か
って外方に移動される。このことは、外部傾斜表面５２の外部先端と底部表面８０との間
の間隔高さ７８を減少する。もし２つの電気コネクタが相互に適切に接続されないときは
、ラッチ突出部４２は、窓７６と位置合わせされない。このように、外部傾斜表面５２の
外部先端と底部表面８０との間の高さは、減少されている。この減少された高さは、ＣＰ
Ａ部材１６の第１端６４の高さより小さい。
【００３０】
　使用者が、ＣＰＡ部材１６を前方に移動しようと試みるときは、２つの特徴が、ＣＰＡ
部材１６がポケットまたは窓４４内に移動されることを阻止する。先ず第１に、ＣＰＡ部
材１６の第１端６４が、前端３４の第１停止表面４６によってブロックされる。第２に、
例え第１端６４が、外部傾斜表面５２に対して移動されても、その第１端６４が、外部傾
斜表面５２まで移動すると、第１端６４の頂上は、外部の傾斜表面５２の先端を通り過ぎ
る前に、底部表面８０と接触する。このように、底部表面８０と外部傾斜表面５２の外部
先端との間の減少した高さは、通過すべき第１端６４にとっては小さ過ぎる。使用者は、
ＣＰＡ部材１６をその前方のロックされた位置に移動することができないので、使用者は
、自動的に、２つの電気コネクタ１０が相互に適切に接続されないことを知る。使用者は
、そのときに、完全に結合されて、適切な電気接続がなされるまで、２つの電気コネクタ
を相互に接続するように再試行することができる。
【００３１】
　第２停止表面４８と後方表面６８との間の相互作用は、ＣＰＡ部材１６が不用意に再び
後方に移動されて可撓性のラッチ２４の前端３４から離脱することを阻止することを助長
する。換言すれば、移動可能なラッチ２４は、ＣＰＡ部材１６をその完全にロックされた
位置に支持することを助長する。しかしながら、第１端６４は、電気コネクタが保守点検
される必要がある場合に、ポケットまたは窓４４から移動される。例えば、ツール（図示
せず）が、前端３５の頂上を越えて第１端６４を変形するために使用される。他の例とし
て、主本体５６における充分な所定の力が、第１端６４の傾斜した後方表面６８が、上方
に、かつポケットまたは窓４４からカム作用される。可撓性のラッチ２４の前端３４のポ
ケットまたは窓４４内に配置されたＣＰＡ部材１６の第１端６４によって、間隔高さ８４
は、ＣＰＡ部材の頂上とハウジングの外部部分８２の底部表面８０における第１端６４と
の間に設けられる。この間隔高さ８４は、スリーブ部分７４とラッチ突出部４２の底側と
の間の離脱高さ８６とほぼ同一である。
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　可撓性のラッチ２４の前端３４のポケットまたは窓４４内に位置されたＣＰＡ部材１６
の第１端６４によって、ＣＰＡ部材１６は、前端３４に対する偏倚力を及ぼして、内方へ
の方向に前端３４を偏倚する。すなわち、前方のカンチレバー式の可撓性のアーム５８の
第１端６４の底表面７０は、ラッチ２４の前端３４の底表面５０に対して押圧し、それに
よって、ラッチ２４との第１端６４の係合のために、窓７６内に前端３４を付勢する。こ
のように、適切な電気接続が２つの電気コネクタ間でなされているか否かを指し示すため
に使用されるだけの従来のＣＰＡ部材と異なって、この発明のＣＰＡ部材１６は、またラ
ッチ２４のための撤退力を高めている。
【００３３】
　代りの実施例においては、あらゆる適切な数の電気接点が設けられる。さらには、それ
らの接点は、あらゆる適切なタイプのアレイに配置することができる。代りの実施例にお
いては、電気接点１４は、例えば、オス電気接点のような、あらゆるタイプの接点である
ことができる。その他の代りの実施例においては、この発明の特徴は、例えば可撓性の回
路コネクタのようなタイプの電気または光のコネクタであることができる。
【００３４】
　これまでの説明が、単にこの発明の例証であるに過ぎないことは理解されるべきである
。多様な変更や修正が、この発明から離脱することなく、当業者によって発案される。し
たがって、この発明は、付属の請求項の範囲内にある、あらゆるそのような変更、修正、
相違を包含することを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】この発明の特徴を有する電気コネクタの斜視図。
【図２】図１に示される電気コネクタのハウジングの断面図。
【図３】図２に示されるハウジングのラッチの部分拡大断面図。
【図４】図３に示される可撓性のラッチの前端の拡大した部分断面図。
【図５】図１に示される電気コネクタのＣＰＡ部材の斜視図。
【図６】図５に示されるＣＰＡ部材の可撓性のアームの前端の拡大図。
【図７】図３に示されるラッチ、およびロックされない位置において示される図５に示さ
れるコネクタ位置保証（ＣＰＡ）部材の部分断面図。
【図８】結合する電気コネクタの一部に取り付けられて示される図７に示されるようなラ
ッチおよびＣＰＡ部材の部分断面図。
【図９】ロックされた位置に移動されたＣＰＡ部材を有する、図８に示されるようなラッ
チおよびＣＰＡ部材の部分断面図。
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